
滞納処分の強化中です 
税金は、教育や福祉、ごみ処理、道路や下水道整備など、私たちの生活を支える

貴重な財源です。税金の滞納が増えていくと、期限内に納税された方との税負担の

公平性が確保されず、必要な行政サービスの低下を招きかねません。 

町では、公平な行政サービスを維持する

ため、滞納処分の強化を図っています。 
病気や失業・事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納められ

ない事情がある場合は、徴収の猶予などをすることができますので、ご相談くださ

い。 

※「滞納処分」とは、税金を自主的に納税いただけない（滞納している）場合に、町が強制的に徴税する手続きのことです。 
 

 


